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東広島市地域公共交通会議 

会 長   塚 井  誠 人 

 

１ 報告概要 

運賃分科会の運営を効率化し、より迅速かつ時代の要請に即した運賃審査体制を

構築することを目的として、運賃分科会設置要綱の改正を行う予定であるため、事

前に報告するものである。現行の審議長期化や手続きの煩雑さが、事業者と行政双

方の負担となっている現状を改善することで、公共交通事業者の持続可能な経営と、

利用者への安定したサービス提供に繋げることが目的である。 

 

２ 道路運送法第 9条第 4項に基づく運賃分科会の合理化について（意見募集） 

別紙「資料５」のとおり 
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道路運送法第 9 条第 4 項に基づく運賃分科会の合理化について（意見募集） 

１ 概要 

東広島市の均一運賃エリアにおける運賃等を変更する場合は、運賃分科会（利用者代

表や交通事業者等が参加）を開催して決定する必要がある。運賃分科会の開催には事前

手続き等に時間を要するため、事業者・行政双方の負担となっている。 

このため、東広島市では、変更の内容が軽微な事案については協議を省略できる仕組

みを導入し、手続きの迅速化と利用者への安定的なサービス提供を図ることを検討し

ており、次の項目内容を軽微な事案として定めることについて、市民から意見を募集す

る予定である。 

 

２ 項目内容 

   以下に掲げる軽微な事案に該当し、運賃額に変更が生じない場合は協議対象外とす 

  る。 

ア 均一運賃を適用する路線の定期運行又は不定期運行の系統において、以下のい 

ずれかに該当する場合 

(ア) 系統変更を伴う停留所の新設や変更 

(イ) 路線の付け替え 

(ウ) 一部延伸 

(エ) フリー乗降区間の設定 

       ※ただし、競合する路線がある場合や、延伸により当該路線が初めて他の市町村 

に乗り入れる場合は除く。 

イ 均一運賃を適用する区域運行において、以下のいずれかに該当する場合 

(ア) 乗降ポイントの新設や変更 

(イ) 運行エリアの拡大 

       ※ただし、競合する路線がある場合や、延伸により当該路線が初めて他の市町村 

に乗り入れる場合は除く。 

ウ 毎年恒例のイベント行事等に係る営業割引の実施 

エ 工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等の変更 

オ 新たな決済手段の追加、又は既存決済手段の機能追加 

カ 回数券や企画乗車券などのデザインや様式の変更 

キ 決済手段に係る乗車券取扱規則等の新設又は変更 

   ※ただし、運賃の減額、割引等に関する規定で運賃額に変更が生じる場合は除く。 

ク キロ制運賃を適用する路線（系統）において、バス停を移設する場合 

ケ 運賃の割引に該当するポイント還元（5％以下のものに限る。）を行う場合 

 

資料５ 
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3 意見募集期間 

  令和 7 年度内 

 

4 意見の提出方法 

  WEB、郵送、ファックス、電子メール 

※口頭での受付は不可 

※ご入力いただく個人情報（氏名等）は、今回募集する意見を確認する必要がある場合

に限り担当者が利用するものであり、公表は行わない。 

※意見募集結果を公表する際には、年代について、個人が特定されない形で意見とあわ

せて公表する場合がある。 



運賃分科会設置要綱 新旧対照表 

旧 新 
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